
５％か、推定時価か 

５％の概算原価の射程範囲 

 昭和 27 年以前から所有している土地や

建物や借地権などを売却した時の譲渡原価

については、実際の過去の取引の事実がど

うだったかよりも、売却収入金額の５％を

もって、その譲渡原価とする、と法律で規

定しています。 

 もちろん、５％の概算原価よりも、実際

の譲渡原価が高い場合は、実際の数値を使

うこととされています。 

 なお、昭和 28 年以後取得のものについて

も、その譲渡原価を売却収入の５％とする

ことについては、条文に特に禁止規定がな

いということで、通達で拡大解釈し、不動

産のみならず、株式その他有価証券一般に

適用できるものとしています。 

５％概算減価と推定実原価との関係 

 ５％の概算原価の立法趣旨は、実原価の

証明資料を紛失等したときの救済規定では

ありません。実原価がわかっていたとして

も、有利であれば使ってよいという規定な

のです。 

従って、実原価の証明資料を紛失等して

いるが、譲渡資産の取得時期がハッキリし

ているので、その取得当時の売買時価を推

定することが可能な場合には、５％の概算

原価が不利であれば、概算時価ではなく推

定時価を採用する方が、立法趣旨に叶って

いるのです。 

判例と裁決例で確認できる課税庁見解 

昭和 44 年地裁、翌 45 年高裁の判決で確

定した事例では、税務署サイドが、譲渡資

産の取得価額の推定方法として、日本不動

産研究所発行の市街地価格指数について物

件売却時と取得時のものを求め、物件売却

価格にそれらの比を乗じていることに対し

て、その方法は相当と認定しています。 

その後、何件かの類似の判決や国税不服

審判所の裁決事例が現れており、取得時期

が判明している係争事件では、税務署サイ

ドとして、市街地価格指数による推定時価

逆算法を常套手法にしています。 

推定時価逆算法の射程範囲 

推定時価逆算法適用の前提は、譲渡原価

が不明なものの譲渡資産の取得時期がハッ

キリしている、という場合です。 

もちろん、根拠となる市街地価格指数な

どの過去の累積された統計データがあるこ

とも前提です。 
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原価が分かっ

ているときは

推定時価は適

用するもので

はない 


